
○
農
林
水
産
省
令
第
７
号

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号

）
第
四
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に

係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
市
町
村
の
公
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
所
定
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
年
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


